
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こどもたちのしあわせのために 

もっと知ってほしい里親制度 
子どもたちの健やかな成長のために… 

“あなたにできること”があります。 

「里親制度」についての理解と関心を深めて 

みませんか？（入場無料） 

日時：平成３０年１２月２日（日） 

   １０：００～１２：００ 

会場：茅ヶ崎市役所本庁舎４階会議室 

申込：１１月１日（木）～１１月２８日（水） 

県中央児童相談所 子ども支援課 

   TEL０４６６－８４－１６００ 

CONTENTS： 

●特集：白十字会林間学校 

安心できる居場所に 子どもに寄り添って 

里親制度について 

茅ヶ崎市「子育て短期支援事業」について 

 

●さざなみ活動報告 

 松浪地区地域ケア会議 

 認知症サポーター講座 

 ちがさきオレンジ Day 

 

 

7/13松浪地区地域ケア会議開催 ＠松浪コミュニティセンター  

「いつも遠くで見守りながら、困った時は寄り添う」よせてはかえす波のように… 

2018 年 autumn 

 

 

当日は、認知症本人と支援者のフォーク

デュオ“ヒデ２”のトーク＆ライブを皮切りに、

専門職によるパネルディスカッション、介護

予防体操やフレイルチェック、認知症を理

解する寸劇、認知症予防の遊び体験コー

ナーや相談ブースもあり、とても賑やかな催

しとなりました。 
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第 18 号 発行者／松浪地区地域包括支援センターさざなみ・福祉相談室さざなみ 連絡先／茅ヶ崎市常盤町 2-2 松浪コミュニティセンター内  

電話：包括 0467（39）5901 相談室 0467（39）5935 FAX：0467（39）5902 E－mail：sazanami@mbr.sphere.ne.jp  

 

 

活動報告      
 

平成 30年度第 1回松浪地区地域包括支援センターさざなみ主催の

「松浪地区地域ケア会議」を開催しました。 

 今回は、松浪地区内にある介護保険事業所の方にご参加いただき、

事例と松浪地区の地図を用いながら、介護保険サービスだけでない、松

浪地区で活用できる資源について話し合いました。日頃地域で活動して

いる皆様でしたが、互いに「それ知らなかった」という地域の資源があり、

新たな発見がありました。また、介護保険事業所として地域に貢献でき

ることも考えていきたいというお話があり、とても嬉しく感じました。 

 

        松浪地区地域包括支援センター・福祉相談室  
  な さ  み ざ 

 

8/18 認知症サポーター講座 ＠松浪コミュニティセンター  

 松浪地区社会福祉協議会主催の「認知症サポーター養成講座」に講師

として参加しました。 

 当日は 57名の参加があり、認知症の基礎的な症状や、接し方について

お話しました。受講された方には“認知症サポーター”の証明であるオレン

ジリングをお渡ししました。 

 

9/2 ちがさきオレンジＤａｙ ＠茅ケ崎市役所  

 茅ヶ崎市主催の「ちがさきオレンジ Day～みんなで支える認知症」に

スタッフとして参加協力しました。 
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子どもはそれぞれにめぐりあった環境の中で育ちます 

どの環境にあっても、子どもが必要としているものに変わりはないのではないでしょうか 

今年１０１周年を迎えた歴史ある白十字会林間学校 

ここは、こどもの生活の場所であると同時に、児童福祉施設の機能を活用し、地域住民が利用できる場所でもあることを 

みなさんご存知でしょうか 

今回は、白十字会林間学校の職員に、子どもとの生活の中で大切にしていることについて、また私達が知らない取り組みについて 

お話を伺いました 

 

 

 

 

ありのままを受け止める 

白十字会林間学校（以下、林間）が目指しているの

は、子どもにとってここが生活の場として安心できる

場所であること、自分の居場所として感じられること

です。まずはそこにつきると考えています。そのため、

側にいる大人が子どもに信頼してもらえるよう、まず

は子どもをありのまま受け止めるようにしています。

子どもの行動や表現の裏には子ども自身が気づかず行

っている無意識の意図があります。そうせざるを得な 

 

 

 

 

買い物に行き、一緒に料

理をすることも立派な

体験です。特に「やった

らできた」という体験

は、子どもの自信につな

がります。子どもの成長

とともに一緒に成長で

きる、子どもを応援した 

子どもを預かります ― 子育て短期支援事業 

 市民が利用できる事業として「子育て短期支援事

業（茅ヶ崎市委託）」も行っています。 

 出産や入院、仕事の都合等いろいろな事情でお子

さんを養育できない方のためにお子さんを短期間

林間で預かり、ご家族に代わって食事や身の回りの

世話、学習支援を行います。平日の夕方から夜まで

の日帰り（トワイライトステイ）と宿泊（ショート

ステイ）があります。専用の居室があり、おもちゃ

やテレビも用意してあります。トイレや浴室も居室

内にあります。市内に限り通園・通学先への送迎も

行っていますので、保育園や幼稚園、小学校をお休

みすることもありません。なお、制度を利用するに

は、事前の登録が必要です。登録できる方の条件も

ありますので、まずはご相談下さい（登録申請は、

茅ヶ崎市子育て支援課が窓口）。 

の日々です。子どもと共に生活できるのは 18 歳ある

いは 20 歳ぐらいまでですが、ここでの生活のその先

にゴールがあると考えています。いつか社会に出て家

庭を持つ 10 年 20 年先に、ここでの生活の答えが出る

のかなと思います。それは一般家庭でも同じだと思い

ます。私たちは、子どもがそれまでいた場所、これか

ら行く場所とつながり、子どもとの関係を切らないよ

うにすることを大切にしています。理解してくれる大

人が側にいるのといないのでは、20 歳を越えたときに

違うのではないでしょうか。 

また、子どもにとって最善は何なのかを一番に考

え、できるだけ叶えてあげられるようにしたいと思っ 

 

ています。例えば、不登校を訴える子どもがいた時、

不登校を一概に「学校に行きたくない」と捉えるだ

けでなく、なぜその子どもが不登校を訴えるのかと

いうところを模索します。背中を押す場合もあれ

ば、今は少し休息時間が必要で、何より安心して守

られているという体験を踏む時期と捉え見守るこ

ともあります。子どもにとって学校を休むことは、

本当に大変なことです。また、思春期はいろいろな

ことがありますが、大人は子どもの言葉尻に振り回

されず、子どもの言葉を自然体で「そうなんだな」

と受け止めます。思春期は子どもにとっての自己主

張期です。子どもの年齢それそれで自分の気持ちの

出し方が違います。その子ども一人一人の気持ちを

大切にし、見ているよというよりは、寄りそってい

ると感じてもらえるように接しています。 

 

大人は子どもの道しるべ 

 職員間で大切にしていることとしては、「子ども

の前では大人同士が笑顔でいること」です。大人も

楽しい時は思いっきり楽しみます。大人同士の良い

関係も、子どもが安心できる環境の一つです。その

中で過ごすことが当たり前に、自然と安心感を培っ

てもらえたらと思っています。また、職員がお客様

や地域の人とどう接しているか、その背中を子ども

に見せることで、子どもが大人になった時のモデル

になれるように努めています。 

「里親制度」です。「里親」と聞くと、「里親＝養子

縁組」と考える方も多いと思います。実際最近では

養子縁組をしたいと里親を希望されるご夫妻も少

なくありません。しかし、里親制度には、養子縁組

だけでなく、家庭体験を目的として短期間だけ受け

入れる里親や障害のあるお子さんを専門に受け入

れる里親などいろいろな種類があります。里親にな

るためには、児童相談所との面接や座学・施設実習

などの研修が必要です。里親になるための要件はあ

りますが、一番大切なことは、こどもを養育するこ

とについての理解及び熱意と子どもに対する豊か

な愛情です。自分のことを見てくれている、気にし

てくれる大人がいる。そのような家庭があること

は、その子にとって安心できる「居場所」があると

いうことになります。それが、子どもの生活にはと

ても必要なのです。子どもにとっては、スーパーへ 

茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町・大和市）は、毎年１０

組程度の里親が認定される神奈川県下でも里親の

多い地域です。子どもの暮らす地域に里親がいれ

ば、子どもは生活圏域を変えることなく生活を続け

ることも可能です。「里親制度」とは「子どもの幸

せのための制度」です。この制度について、多くの

方に知っていただきたいと思っています。 

い子どもの行動の意味を

探りながら寄り添いなが

ら、子どもに気づかされな

がら関わっています。それ

でもこちらが考えていた

ことと違う結果になるこ

ともあり、また一から子ど

もとの会話の中で糸口を

見つける、考え悩みながら 

養子縁組だけではない？！― 里親とは？ 

 さまざまな事情がある子どもにとって、家庭で

の生活体験はとても大切だと思っています。そん

な子どもを一定期間自分の家庭に迎え入れるのが 

いという方は是非ご相談下さい。林間では、「里親

支援事業」として里親開拓や養成研修の受け入れ、

関係機関の紹介や情報提供をしています。また、実

際に里親になった方の養育相談や里親会活動の支

援を行っています。 

 茅ヶ崎市を含めた湘南地域（児童相談所管轄では 

 

 

 
   

子育て短期支援のための専用居室（林間学校内） 

 


